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1  総則 

1.1  適用範囲 

高射部隊において，対空ＵＨＦ無線機，ＶＨＦ無線機，ＨＦ無線機，その他の装備品等

を搭載し，部隊の指揮所として使用する有がい指揮車（以下，“車両”という。）につい

て規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 1.2 及びＣ＆

ＬＰＳ－Ｙ００００７の 1.2 による。 

1.3  引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書

の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，c)を除き，

この仕様書に定める内容が優先する。 

a) 規格 

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－６４１５９  CAMOUFLAGE COATING,WATER DISPERSIBLE,ALIPHATIC 

POLYURETHANE,CHEMICAL AGENT RESISTANT 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５   TYPE STANDARD CYLINDRICAL CONNECTORS 

b) 仕様書 

  ＣＰＳ－Ｖ２３０６９     トレーラ２ １／２ｔ発電機用 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８   車両等共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７   調達品等一般共通仕様書 

ＣＰＳ－Ｖ２３１４６     待機車１号 

ＣＰＳ－Ｖ２３１４７     待機車２号 

c) 法令等 

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号） 
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消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号） 

  国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

  環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成１３年環境省告示１１号） 

2  製品に関する要求 

2.1  一般的要求 

一般的要求は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.1 によるほか，自衛隊の使用する自動車

に関する訓令に適合しなければならない。 

なお，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく，環境物品等の調達

の推進に関する基本方針に規定する燃費基準値は適用しない。 

2.1.1  走行条件 

 走行条件は，通信機を搭載した状態で，次の条件を含む高速道路，一般道路及び路外の

連続走行が可能でなければならない。 

a) 縦断こう配 33%以上の雨のアスファルト道路 

b) 演習場等の不整地 

c) 除雪した積雪地道路 

2.1.2  外囲条件 

 外囲条件は，次の条件で正常に運用が可能でなければならない。 

a) 耐寒及び耐熱性は，-20℃～40℃とする。ただし，エンジンの始動は，-20℃において

支障があってはならない。 

b) 高度は，海抜 0 m～2 000 m とする。 

c) 耐風圧性は，平均風速 27 m/s，瞬間風速 40 m/s の風圧下で使用が可能とする。 

d) 耐湿性は，95%以下（相対湿度）とする。 

2.2  材料・部品・加工方法 

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.2 によるほか，車両各部

は，不整地走行等による振動に耐え，溶接箇所の亀裂及びネジ締結部の緩み等が生じない

ように加工する。 

2.3  構成 

 構成は，次による。 

a) シャシ 

b) 操縦室 

c) バンボディー 

d) 空気調整装置 

e) 電気設備等 

2.4  構造・形状 

2.4.1  構造・形状 

 

品  名 有がい指揮車 



3 

 

 

 

 

構造及び形状は，次によるほか，市販のトラックシャシに，拡幅式のバンボディーを架

装したもので，走行性，安定性，操作性，居住性及び安全性に優れ，かつ，内部に無線機

等部隊の指揮所として運用するのに必要な装備品を搭載し，図１を基準とする。 

なお，その他規定にない事項については，製造会社仕様とし，細部は，承認図面によ

る。 

a) シャシ 

 1) 機関は，次による。 

 1.1) 形式    水冷４サイクルディーゼル機関 

 1.2) 最高出力   205.94 kw 以上 

 1.3) 最大トルク 1 029.69 N･m以上 

 2) フレーム形式は，コ形断面はしご形とする。 

 3) 蓄電池容量は，140 Ah以上とする。 

 4) 駆動方式は，総輪駆動又は６×４（車軸の前１軸及び後２軸のうち，後２軸が駆

動）とする。 

 5) 寒冷地仕様（製造会社仕様）の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。 

b) 操縦室 

 操縦室は，次による。 

1) 乗車定員は，２名以上とする。 

2) 運行記録計［電気式１日計用（120 km/h）］を設ける。 

3) 製造会社仕様のエアコンを取り付ける。 

4) ＡＭ／ＦＭラジオを取り付ける。 

5) カーナビゲーションシステム１式を取り付ける。ただし，テレビの視聴ができない

措置を講じなければならない。（ＡＭ／ＦＭラジオが，カーナビゲーションシステ

ムと一体型の場合は，4)を除いてもよい。） 

6) バックカメラ（製造会社仕様）を車両後部に設け，バックカメラ用モニタを運転席

から視認しやすい場所に取り付ける。 

7) 運転中におけるバックカメラの画像を運転席から確認できる後写鏡を取り付ける。 

8) 操縦室内にドライブレコーダー（製造会社仕様）を取り付ける。 

 9) ＥＴＣ対応車載器（製造会社仕様）を取り付ける。 

   なお，セットアップを行う。 

c) バンボディー 

 バンボディーは，次による。 

 1) 拡幅室は，次による。 

1.1) 拡幅室の拡幅及び収納操作は左右両方の拡幅室が独立した作動が可能であるとと

        もに，左右いずれかの拡幅室を単独で拡幅した状態でも使用できなければならな

        い。 

 

品  名 有がい指揮車 
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1.2) 拡幅動作終了時に全ての床に隙間があってはならない。やむを得ず発生した場合

は，拡幅後に人手によりはめ板等で塞ぐ作業のないよう，拡幅動作と連動し自動

的に閉まり， 拡幅収納時においても収納動作に連動し，自動的に開く構造とす

る。 

1.3) 拡幅操作終了後は拡幅部床面と本体床面は同一の平面とし，段差があってはなら

    ない。 

1.4） 拡幅車両のサイドエプロンは車体下部に装着する。 

2) 主要装置（拡幅機構）は，次による。  

拡幅装置は，拡幅駆動装置，ジャッキ装置，操作装置，安全装置で構成する。 

2.1) 拡幅駆動装置は電動モーター式とする。 

 2.2） 拡幅操作及び収納操作は本体の防振ジャッキ操作を含め，1 名で全行程を実施で

きなければならない。また、故障時においても、単独で工具を使用することなく

同様の操作ができなければならない。 

2.3） 拡幅時及び拡幅収納時において，人の乗降や車内移動による車体の揺れを防ぎ，

拡幅時のバンボディー全体の傾きを防止できる防振ジャッキを車両本体側に取付

ける。 

     なお，防振ジャッキは車枠及び車体を歪めるような過剰な推力を有してはならな

い。 

2.4) 拡幅装置は自己保持機能付きとし拡幅ボディー下側には防振ジャッキ等は設けな

い。又，自己保持機能は拡幅した状態で車両方向転換等の 10 km/h 以下での走行

が可能でなければならない。 

2.5） 拡幅部のルーフは雨水が流れるように外側に僅かな勾配をつける。 

2.6） 操作装置は，タッチパネル及びリモコンとするほか，次による。 

a)  タッチパネルは，プログラミング・ロジカル・コントローラー（電子回路シーケ

        ンサ制御）タッチパネル方式とし，拡幅及び収納操作が可能でなければならな  

        い。 

b)  タッチパネルには, 拡幅動作中室内の画面を表示し,安全確認が可能でなければ

ならない。 

c)  リモコンは，ペンダントスイッチ方式とし，拡幅及び収納操作が可能でなければ

        ならない。 

d)  操作装置を収納するため, 車体外側左右に扉付き収納部を設ける。 

2.7） 拡幅駆動装置は緊急停止が可能な機能を有し，所要の箇所（操作装置本体，車  

        両本体内部（入口付近）に緊急停止スイッチを設ける。 

2.8） 拡幅室が拡幅，収納する際は車内及び車外の周辺に警告音を発する機構を設け

る。 

     なお，外部用の警告音発生装置は消音スイッチ付きとする。 
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2.9）拡幅部分，各ドア，収納ボックス等の閉め忘れ及びジャッキ等の収納忘れを警告 

       するイラスト付きウォーニングモーターランプを運転席のオーバーヘッドコンソ 

       ール部に備える。 

3) 扉乗降装置は，次による。  

  3.1） 車両左右のいずれかに拡幅を収納した状態で，拡幅室（室内）に乗降可能な扉及

び脱着式のステップを設ける。 

3.2） 車両本体後面には，有効開口，2 000 mm×2 000 mm（基準）の外部照射灯付きの

外折れ式後部扉を設ける。 

3.3） 拡幅部の収納時及び展開時であっても，後部扉から拡幅部室内への出入り及び資

機材等の積み降ろしが可能でなければならない。また，後部扉の外側には収納式

のステップを設け，このステップの設置時でも後部扉は開閉が可能でなければな

らない。 

3.4)  外折れ式後部扉の両端には防雨シートを設置する。防雨シートが不要の際は扉の

内側の面に折り畳んでの収納が可能で，かつ，収納状態でも扉の開閉が可能でな

ければならない。また、前方左右のいずれかに非常口を設け、収納式のステップ

により出入り時のスペースを確保するとともに，バンボディー下部に収納可能な

ラダーを取り付ける。 

3.5） 拡幅室の後壁には乗降用扉を設け，扉の外側には重量 15 kg 以下の軽量な折り畳

み式脱着ステップを設ける。 

なお，折り畳み式脱着ステップはバンボディー本体に車載が可能でなければなら

ない。 

4)  バンボディー外部は，次による。 

4.1) ボディー外板は，ガラス繊維強化プラスティック等の軽量，かつ，断熱性に富ん

        だ材料とし，走行，拡幅操作時等に対し十分な強度を有するとともに，十分な耐

        久性及び耐候性を有していなければならない。 

4.2） ルーフは継ぎ目及びコーキングのないシームレス一体成形キャップ型とし，定期

的なコーキング等のメンテナンスが不要でなければならない。 

4.3） ルーフ上に，最大安定傾斜角に配慮し FRP 縞板が一体成形されたシームレスキャ

ップ型の縞板等を施工する。また，縞板部分はシルバー色の防滑塗装を施す。 

5)   バンボディー内部は，次による。 

  5.1)  対空ＵＨＦ無線機，ＨＦ無線機，ＶＨＦ無線機，通信端末装置及び指令交換装置

の取付用ラック（取付金具等を含む。）を設ける。 

5.2)  通信回線等接続用端子箱を設ける。 

  5.3)  文書ロッカー（秘密の文書用及び普通文書用×各１），装備品用等のロッカーを

設ける。 

なお，各ロッカーは固定するとともに秘密の文書用ロッカーについては，鋼製の

３段式文字盤鍵付とする。 

品  名 有がい指揮車 
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5.4) 壁面に，各種状況等を表示する表示板（0.9 m×0.6 m 以上を６枚，1.8 m× 

0.9 m 以上を１枚）を取り付けられる構造とする。 

5.5) 搭載品（パイプ椅子×10 EA 及び会議用テーブル 1.8 m×0.5 m 以上×1 EA）を

収納固定するための装置を設ける。 

5.6) 指揮所として使用できる十分なスペース（１０名以上が会議可能）を設ける。 

5.7)  床面は，耐水性に優れていなければならない。 

5.8)  粉末消火器 ＡＢＣ・１.８ｋｇ・自動車用の取付金具を，1 EA 取り付ける。 

6)    バンボディー上部は，次による。 

6.1) 対空ＵＨＦ無線機用×2 EA，ＨＦ無線機用×2 EA，ＶＨＦ無線機用×1 EA のア

ンテナ取り付け装置をそれぞれ設ける。 

6.2)  換気扇（ 2 EA，DC24 V ）又は，空調装置を使用して換気ができなければならな

い。 

6.3)  歩行用の滑り止めを施す。 

7)   バンボディー下部及び側壁は，次による。 

  7.1) 通信回線等接続用端子箱を設ける。 

7.2)  電源ケーブルの収納架を設ける。   

8)    バンボディー上部へ昇るための装置を設ける。 

9)   走行時，各アンテナを収納固定する装置を設ける。 

d) 空気調整装置 

 冷暖房装置は，20℃～28℃を基準に温度が設定でき，形式等は，次による。 

1) 冷房装置は，バンボディー内上部に設置し，電気式で，送風及び循環方式とし，冷

   房能力は，4 kw 以上とする。 

2) 暖房装置は，バンボディー内下部に設置し，燃焼式で，暖房能力は, 5 kw 以上と

する。 

e) 電気設備等 

1) 照明装置は，次による。 

1.1) バンボディー天井に室内照明（300 ㏓以上，調光装置付）を取り付ける。 

なお，入口ドアのインターロックスイッチにより，明暗の切換えが可能で，か

つ，不用なときは，減光しないようオーバーライトスイッチを有する構造とす

る。 

1.2) 調光装置付の表示板照明装置を設ける。 

1.3) 非常時には，車両のバッテリー（DC24 V）からの給電が可能でなければならな

い。 

2) 通信機等用として，次の容量が耐えられるコンセント（アース付）を設ける。 

2.1) 対空ＵＨＦ無線機 3 000 VA×2 EA（AC120 V） 

2.2) ＨＦ無線機     640 VA×2 EA（AC120 V） 

2.3) ＶＨＦ無線機    290 VA×1 EA（DC24 V） 
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2.4) 通信端末装置     80 VA×1 EA（AC120 V） 

2.5) 指令交換装置    400 VA×1 EA（AC120 V） 

2.6) その他の機器   1 500 VA×3 EA 以上（AC100 V） 

3) 基地警備用野外照明ランプ（300 W）に電力を供給するためのコンセントを外壁に３

ヶ所設ける。 

4) 通信回線等接続用の端子箱を内部及び外壁に有し，次の回線数の接続が可能でなけ

ればならない。 

4.1) 有線回線（24 回線） 

4.2) アンテナ用（対空ＵＨＦ無線機用×２回線，ＨＦ無線機×２回線，ＶＨＦ無線機

×１回線 計５回線） 

4.3) 対空ＵＨＦ無線機遠隔制御用コネクタ×2 EA 

4.4) ＨＦ用無線機遠隔制御用コネクタ×2 EA 

4.5) ＶＨＦ用無線機遠隔制御用コネクタ×1 EA 

4.6) 通信端末用コネクタ×1 EA 

5) 電圧変換ユニット（AC100 V 及び DC24 V）を設ける。 

6) 電源接続用コネクタ（ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１０２Ｅ３６－５Ｐ又は同

等品×2 EA）をバンボディー下部に設ける。 

 7) 発動発電機用電源ケーブル（10 m 以上 1 本，ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１

０６Ｅ３６－５Ｐ又は同等品と，ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１０６Ｅ３６－

５Ｐ又は同等品のコネクタ各 1 EA 付）を設ける。 

 8) ＣＰＳ－Ｖ２３１４６に示す待機車１号（以下，“待機車１号”という。）及びＣ

ＰＳ－Ｖ２３１４７に示す待機車２号（以下，“待機車２号”という。）に電力を

供給するためのコネクタ（待機車１号用ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１０２Ｅ

３２－１７Ｓ又は同等品×2 EA 若しくは，待機車２号用ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５

 ＭＳ３１０２Ｅ３６－５Ｓ又は同等品×1 EA）を設ける。 

 9) 発動発電機用電源と商用電源の切り換えができる手動式スイッチを設ける。 

10) アース端子及びアース線付アース棒（漏電防止用）を設ける。 

11)  発動発電機は，次による。 

 11.1)  車載型とし，走行中においても使用できる構造とする。 

  11.2） ディーゼル 4 サイクル水冷式とする。 

  11.3） 自動電圧調整機能付きとし，出力は AC100 V・200 V の供給が可能な，合計で 

25 ㎸ A の性能を有する発電機を必要数設ける。 

  11.4） 車内の配電盤からの遠隔操作でエンジンの始動，停止が可能でなければならな

い。 

11.5） 水冷方式の防音型とし，冷暖房及びバンボディー内の電気使用時においても２

４時間以上の連続使用が可能でなければならない。 

品  名 有がい指揮車 
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11.6） 配電盤に使用時間計，電力計を設ける。 

  11.7) 燃料は走行用と別とする。 

  11.8) 燃料切れを警告するランプをバンボディー内部の適当な位置に備える。 

  11.9) 発動発電機室は，バンボディー下部に設け，防音材又はゴムなどを張り付けた

防音，防振構造で，バンボディー内に排気の流入しない様に配慮する。 

f) その他 

 その他は，次による。 

1) 空気調整装置及びその関連設備は，特殊武器防護用の空気浄化装置（寸法幅 780 ㎜

×長さ 1 350 ㎜×高さ 630 ㎜）を取り付ける拡張性を有しなければならない。 

2) 船舶・航空輸送に必要なフック（固定用）を車両に取り付ける。 

3) 夜間行進管制用運転灯，制動灯，尾灯及び車幅灯を設ける。 

4) 粉末消火器ＡＢＣ・１．８ｋｇ・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操

縦室内及びバンボディー室内に各 1 EA取り付ける。 

2.4.2 寸法・質量 

寸法及び質量は，次によるほか，細部は，承認図面による。ただし，外装品等の突出部

は，除く。 

  全長      最大 12 000 ㎜ 

    全幅      最大  2 500 ㎜（拡幅後は 6 000 mm～6 500 mm） 

  全高      最大  3 800 ㎜ 

  車両質量    最大 20 000 ㎏ 

  最大積載量       3 000 ㎏以上 

  車両総質量   最大 23 500 ㎏ 

2.5  外観・性能 

2.5.1  外観 

 外観は，次による。 

a) きず，割れ，まくれ，その他の有害な欠陥があってはならない。 

b) 各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。 

c) 塗装は，次によるほか，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.3 による。 

1) 車体外部（ディスクホイールを含む。）は，ＭＩＬ－ＤＴＬ－６４１５９ ＴＹＰ

ＥⅡ，Colors Green ３８３により，２回以上塗装する。 

  なお，細部は承認図面及び色見本による。 

 2) 車体下部は，製造会社仕様の黒色で塗装する。 

2.5.2  性能 

 性能は，次による。 

a) 車両性能 

 車両性能は，次による。 

 なお，計算値を可とする。 

品  名 有がい指揮車 
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1) 最高速度   80 km／h 以上 

2) 登坂能力   縦断こう配 33%以上 

3) 最小回転半径 12 m以下 

b) 空気調整装置能力（バンボディー部） 

 空気調整装置能力は，次による。 

 1) 冷房能力 7 800 Kcal 以上 

 2) 暖房能力 7 500 Kcal 以上 

2.6  製品の表示 

製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.4 によるほか，細部は，承認図面によ

る。 

なお，自動車番号標は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.4.4 の表２の“車両法適用除外

指定の車両”とする。 

3  品質保証 

3.1  監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4  出荷条件 

 出荷条件は，商慣習による。 

5  その他の指示 

5.1  提出書類等   

提出書類等は，次による。 

a) 類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1.1 による。 

b) 取扱説明書等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.2 による。 

c) 車両法適用除外指定申出書関連書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.3 による。 

d) 完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.5 による。 

e) 車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.1.6 による。 

5.2  自動車検査証・車歴簿 

 自動車検査証及び車歴簿は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.3 及び 5.5 による。 

5.3  附属品・予備品 

附属品及び予備品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 5.6によるほか，次による。 

a) 附属品 附属品は，次による。 

1) 非常信号灯（道路運送車両の保安基準適合品・乾電池式・懐中電灯兼用式）1 EA 

2) 商用電源ケーブル（10 m 以上 1 本，ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１０６Ｅ３

６－５Ｐ又は同等品と，ＭＩＬ－ＤＴＬ－５０１５ ＭＳ３１０６Ｅ３６－５Ｐ又は

同等品のコネクタ各 1 EA付）                     1 本 

3) 粉末消火器ＡＢＣ・１．８ｋｇ・自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律第６条及び第７条の規格の適合品・リサイクルシール付） 

（操縦室内及びバンボディー内）                  各 1 EA 

品  名 有がい指揮車 



10 

 

 

 

 

 4) 予備タイヤ（ディスクホイール付）                  1 本 

b) 予備品 

 スタッドレスタイヤ（1 両分）の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。 

5.4  承認用図面・色見本 

 承認用図面及び色見本は，次による。 

a) 承認用図面 契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 より，次の承認用

図面を作成の上，提出し，承認を受けなければならない。 

1) 外形図（寸法及び質量を含む） 

2) 塗装配置図 

3) 航空自衛隊標識図 

4) 銘板図 

b) 色見本 契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 より，車体外部の塗料 

の色について，色見本を作成の上，提出し，承認を受けなければならない。 

  なお，色見本の細部については，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の 2.3.4 による。 

5.5  装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 

5.6  技術変更提案（ＥＣＰ） 

技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。
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図１ 有がい指揮車の構造及び形状 
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